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特区での農業生産法人の「役員要件」緩和

養父「市外」からの進出企業の急増

これまでの10 年で４社 その後１年半で10社

オリックス、クボタ、
ヤンマー等の大手企業も含む

○ 企業の 議決権(出資比率) を 1／２以上 に
※ 現行は「１／４以下」、４月施行の改正農地法でも「１／２未満」

○ 農業以外の 売上高 を 1／２以上 に
※ 現行は「１／２未満」

特区指定（平成26年５月）による「経済効果」と「更なる課題」

農業生産法人の「更なる要件（出資要件・事業要件）」緩和
市外からの企業の一層の受入れ

企業のみによる出資が可能に

事業の規模拡大、付加価値向上

企業が追加出資し、農家に負担を掛けずに、事業拡大に必要な資金調達が可能。

①中途解約のほか、土地所有者の代替わりによって契約が更新されない等のリスクのあるリース契約ではなく、
農地を所有することで、長期的・安定的経営を行い、スケールメリットを活かした思い切った事業展開が可能。

②事業拡大に合わせ、「企業ブランド」を活用した若者の新規採用に繋げ、担い手不足を解消。
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出資・事業規制は、中山間農業の６次産業化に、大きな障害。
一方、地域住民の一部には企業の農業参入への不安もある。

⇒ 養父市独自で「農地保全条例」を制定

法人 10年間継続

養父市法人

市が法人に代わって保全管理

６年目以降法人に毎年1/5ずつ返還

放置期間

取得 5年

【積立金の管理】

10年

適正に管理さ
れた場合

適正に管理さ
れない場合
（７年目以降放置
された場合 ）

農業生産法人の出資・事業要件の緩和のための「農地保全条例」

企業所有により、農地が耕作放棄地・産廃置場にならないよう、
市独自に農地の適正管理に係る条例を、昨年９月議会に提出・成立
（全国初）。

「規制緩和」と併せた「担保措置」
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①要件緩和の対象となった法人が農地を取得する際に
市が10aあたり15万円の積立金（３万円/10a×５
年分）を徴収し、法人が所有する農地に保全の必要
が生じた際の原資とする。

②市は、法人が所有する農地を適正に保全管理しない
場合は、必要な保全措置を講じるよう指導する。

③法人が保全措置を講じない場合は、市が積立金を活
用して保全管理するとともに、当該所有権の譲渡し
のあっせんに努める。

条例の概要（平成27年9月30日成立）



住友電気工業 社長 松本正義 氏
阪急電鉄 会長 角 和夫 氏
神戸製鋼所 会長 佐藤廣士 氏

「養父市の農業に企業が参入しやすくし、
その力を活用すべき」 （昨年１１月）

山陽Amnak(ｱﾑﾅｯｸ)㈱ （平成27年9月9日特区事業認定）

・本業は、市外（三木市）における建築関係。平成23年より農業に進出。
・特区事業認定後、養父市の能座地区で、休耕田の再生・活用を行い、酒米とうるち米を生産。

福井建設㈱ ＆ ㈱オーク （平成27年9月9日事業認定）

・本業は、建設業。地元の養父市が特区指定を受けたことで、農業への進出を決意。
・現在、地元農業者と協力し、うるち米、もち米、ニンニク等を生産。

オリックス㈱ ＆ やぶパートナーズ㈱ （平成27年1月27日事業認定）

・大企業と市100％出資会社のコラボレーション。
・地元のＪＡとの協力も取り付け、ピーマン、大豆等を生産。

３

要件緩和を求める養父市の事業者（代表例）

地元経済団体（関西経済連合会）の動き
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